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発議第３ 号 

 

   瑞浪市議会個人情報保護条例の制定について 

 

 瑞浪市議会個人情報保護条例を 次のよ う に制定する も のと する 。  

 

  令和４ 年１ ２ 月２ ６ 日 提出 

 

提出者 議会運営委員会 

委員長 成 瀬 徳 夫   

 

 

   瑞浪市議会個人情報保護条例 

目次 

第１ 章 総則（ 第１ 条―第３ 条）  

第２ 章 個人情報等の取扱い（ 第４ 条―第１ ７ 条）  

第３ 章 個人情報フ ァ イ ル（ 第１ ８ 条）  

第４ 章 開示、 訂正及び利用停止 

第１ 節 開示（ 第１ ９ 条―第３ １ 条）  

第２ 節 訂正（ 第３ ２ 条―第３ ８ 条）  

第３ 節 利用停止（ 第３ ９ 条―第４ ４ 条）  

第４ 節 審査請求（ 第４ ５ 条―第４ ７ 条）  

第５ 章 雑則（ 第４ ８ 条―第５ ２ 条）  

第６ 章 罰則（ 第５ ３ 条―第５ ７ 条）  

附則 

   第１ 章 総則 

 （ 目的）  

第１ 条 こ の条例は、 瑞浪市議会（ 以下「 議会」 と いう 。 ） における 個人情

報の適正な取扱いに関し 必要な事項を 定める と と も に、 議会が保有する 個

人情報の開示、 訂正及び利用停止を 求める 個人の権利を 明ら かにする こ と

によ り 、 議会の事務の適正かつ円滑な運営を 図り つつ、 個人の権利利益を
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保護する こ と を 目的と する 。  

 （ 定義）  

第２ 条 こ の条例において「 個人情報」 と は、 生存する 個人に関する 情報で

あ っ て、 次の各号のいずれかに該当する も のを いう 。  

 （ １ ）  当該情報に含ま れる 氏名、 生年月日その他の記述等（ 文書、 図画

若し く は電磁的記録（ 電磁的方式（ 電子的方式、 磁気的方式その他人の

知覚によ っ ては認識する こ と ができ ない方式を いう 。 次項第２ 号におい

て同じ 。 ） で作ら れる 記録を いう 。 以下同じ 。 ） に記載さ れ、 若し く は

記録さ れ、 又は音声、 動作その他の方法を 用いて 表さ れた一切の事項（

個人識別符号を 除く 。 ） を いう 。 以下同じ 。 ） によ り 特定の個人を 識別

する こ と ができ る も の（ 他の情報と 容易に照合する こ と ができ 、 それに

よ り 特定の個人を 識別する こ と ができ る こ と と な る も のを 含む。 ）  

 （ ２ ）  個人識別符号が含ま れる も の 

２  こ の条例において「 個人識別符号」 と は、 次の各号のいずれかに該当す

る 文字、 番号、 記号その他の符号のう ち 、 議長が定める も のを いう 。  

 （ １ ）  特定の個人の身体の一部の特徴を 電子計算機の用に供する ために

変換し た文字、 番号、 記号その他の符号であ っ て 、 当該特定の個人を 識

別する こ と ができ る も の 

 （ ２ ）  個人に提供さ れる 役務の利用若し く は個人に販売さ れる 商品の購

入に関し 割り 当てら れ、 又は個人に発行さ れる カ ード その他の書類に記

載さ れ、 若し く は電磁的方式によ り 記録さ れた文字、 番号、 記号その他

の符号であ っ て、 その利用者若し く は購入者又は発行を 受ける 者ご と に

異なる も のと なる よ う に割り 当てら れ、 又は記載さ れ、 若し く は記録さ

れる こ と によ り 、 特定の利用者若し く は購入者又は発行を 受ける 者を 識

別する こ と ができ る も の 

３  こ の条例において「 要配慮個人情報」 と は、 本人の人種、 信条、 社会的

身分、 病歴、 犯罪の経歴、 犯罪によ り 害を 被っ た事実その他本人に対する

不当な差別、 偏見その他の不利益が生じ ないよ う にその取扱いに特に配慮

を 要する も のと し て議長が定める 記述等が含ま れる 個人情報を いう 。  

４  こ の条例において「 保有個人情報」 と は、 議会の事務局（ 以下「 議会事 

務局」 と いう 。 ） の職員が職務上作成し 、 又は取得し た個人情報であ っ て、  



 

- 3 - 

 

議会事務局の職員が組織的に利用する も のと し て 、 議会が保有し ている も  

のを いう 。 ただし 、 瑞浪市情報公開条例（ 平成１ ２ 年条例第１ 号。 以下「  

情報公開条例」 と いう 。 ） 第２ 条第２ 号に規定する 公文書（ 以下「 公文書」  

と いう 。 ） に記録さ れている も のに限る 。  

５  こ の条例において「 個人情報フ ァ イ ル」 と は、 保有個人情報を 含む情報

の集合物であ っ て、 次に掲げる も のを いう 。  

 （ １ ）  一定の事務の目的を 達成する ために特定の保有個人情報を 電子計

算機を 用いて検索する こ と ができ る よ う に体系的に構成し たも の 

 （ ２ ）  前号に掲げる も ののほか、 一定の事務の目的を 達成する た めに氏

名、 生年月日、 その他の記述等によ り 特定の保有個人情報を 容易に検索

する こ と ができ る よ う に体系的に構成し たも の 

６  こ の条例において個人情報について「 本人」 と は、 個人情報によ っ て識

別さ れる 特定の個人を いう 。  

７  こ の条例において「 仮名加工情報」 と は、 次の各号に掲げる 個人情報の

区分に応じ て当該各号に定める 措置を 講じ て他の情報と 照合し ない限り 特

定の個人を 識別する こ と ができ ないよ う に個人情報を 加工し て得ら れる 個

人に関する 情報を いう 。  

 （ １ ）  第１ 項第１ 号に該当する 個人情報 当該個人情報に含ま れる 記述

等の一部を 削除する こ と （ 当該一部の記述等を 復元する こ と のでき る 規

則性を 有し ない方法によ り 他の記述等に置き 換え る こ と を 含む。 ） 。  

 （ ２ ）  第１ 項第２ 号に該当する 個人情報 当該個人情報に含ま れる 個人

識別符号の全部を 削除する こ と （ 当該個人識別符号を 復元する こ と ので 

き る 規則性を 有し ない方法によ り 他の記述等に置き 換える こ と を 含む。 ） 。  

８  こ の条例において「 匿名加工情報」 と は、 次の各号に掲げる 個人情報の

区分に応じ て当該各号に定める 措置を 講じ て特定の個人を 識別する こ と

ができ ないよ う に個人情報を 加工し て得ら れる 個人に関する 情報であ っ

て、 当該個人情報を 復元する こ と ができ ないよ う にし た も のを いう 。  

 （ １ ）  第１ 項第１ 号に該当する 個人情報 当該個人情報に含ま れる 記述

等の一部を 削除する こ と （ 当該一部の記述等を 復元する こ と のでき る 規

則性を 有し ない方法によ り 他の記述等に置き 換え る こ と を 含む。 ） 。  

 （ ２ ）  第１ 項第２ 号に該当する 個人情報 当該個人情報に含ま れる 個人
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識別符号の全部を 削除する こ と （ 当該個人識別符号を 復元する こ と ので 

き る 規則性を 有し ない方法によ り 他の記述等に置き 換え る こ と を 含む。 ） 。  

９  こ の条例において「 個人関連情報」 と は、 生存する 個人に関する 情報で

あ っ て、 個人情報、 仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも 該当し な

いも のを いう 。  

１ ０  こ の条例において「 特定個人情報」 と は、 行政手続における 特定の個 

人を 識別する ための番号の利用等に関する 法律（ 平成２ ５ 年法律第２ ７ 号。  

以下「 番号利用法」 と いう 。 ） 第２ 条第８ 項に規定する 特定個人情報を い 

う 。  

１ １  こ の条例において「 保有特定個人情報」 と は、 議会事務局の職員が職

務上作成し 、 又は取得し た特定個人情報であ っ て、 議会事務局の職員が組

織的に利用する も のと し て、 議会が保有し ている も のを いう 。 ただし 、 公

文書に記録さ れている も のに限る 。  

１ ２  こ の条例において「 独立行政法人等」 と は、 独立行政法人通則法（ 平

成１ １ 年法律第１ ０ ３ 号） 第２ 条第１ 項に規定する 独立行政法人及び個人 

情報の保護に関する 法律（ 平成１ ５ 年法律第５ ７ 号。 以下「 法」 と いう 。 ）  

別表第１ に掲げる 法人を いう 。  

１ ３  こ の条例において「 地方独立行政法人」 と は、 地方独立行政法人法（

平成１ ５ 年法律第１ １ ８ 号） 第２ 条第１ 項に規定する 地方独立行政法人を

いう 。  

 （ 議会の責務）  

第３ 条 議会は、 その保有する 個人情報の適正な取扱いが確保さ れる よ う 必

要な措置を 講ずる も のと する 。  

   第２ 章 個人情報等の取扱い 

 （ 個人情報の保有の制限等）  

第４ 条 議会は、 個人情報を 保有する に当たっ ては、 法令（ 条例を 含む。 第

１ ２ 条第２ 項第２ 号及び第３ 号並びに第４ 章において同じ 。 ） の規定によ

り その権限に属する 事務を 遂行する ため必要な場合に限り 、 かつ、 その利

用の目的を でき る 限り 特定し なければな ら ない。  

２  議会は、 前項の規定によ り 特定さ れた利用の目的（ 以下「 利用目的」 と

いう 。 ） の達成に必要な範囲を 超え て、 個人情報を 保有し てはなら ない。  
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３  議会は、 利用目的を 変更する 場合には、 変更前の利用目的と 相当の関連

性を 有する と 合理的に認めら れる 範囲を 超えて行っ てはなら ない。  

 （ 利用目的の明示）  

第５ 条 議会は、 本人から 直接書面（ 電磁的記録を 含む。 ） に記録さ れた当 

該本人の個人情報を 取得する と き は、 次に掲げる 場合を 除き 、 あ ら かじ め、  

本人に対し 、 その利用目的を 明示し なければなら ない。  

 （ １ ）  人の生命、 身体又は財産の保護のために緊急に必要があ る と き 。  

 （ ２ ）  利用目的を 本人に明示する こ と によ り 、 本人又は第三者の生命、

身体、 財産その他の権利利益を 害する おそれがあ る と き 。  

 （ ３ ）  利用目的を 本人に明示する こ と によ り 、 国の機関、 独立行政法人

等、 地方公共団体又は地方独立行政法人が行う 事務又は事業の適正な遂

行に支障を 及ぼすおそれがあ る と き 。  

 （ ４ ）  取得の状況から みて利用目的が明ら かであ る と 認めら れる と き 。  

 （ 不適正な利用の禁止）  

第６ 条 議会は、 違法又は不当な行為を 助長し 、 又は誘発する おそれがあ る

方法によ り 個人情報を 利用し てはな ら な い。  

 （ 適正な取得）  

第７ 条 議会は、 偽り その他不正の手段によ り 個人情報を 取得し てはなら な

い。  

 （ 正確性の確保）  

第８ 条 議会は、 利用目的の達成に必要な範囲内で、 保有個人情報が過去又

は現在の事実と 合致する よ う 努めな ければなら ない。  

 （ 安全管理措置）  

第９ 条 議長は、 保有個人情報の漏えい、 滅失又は毀損の防止その他の保有 

個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を 講じ なければなら ない。  

２  前項の規定は、 議会に係る 個人情報の取扱いの委託（ ２ 以上の段階にわ

たる 委託を 含む。 ） を 受けた 者が受託し た業務を 行う 場合における 個人情

報の取扱いについて準用する 。  

 （ 従事者の義務）  

第１ ０ 条 個人情報の取扱いに従事する 議会事務局の職員若し く は職員であ

っ た者、 前条第２ 項の業務に従事し ている 者若し く は従事し ていた者又は
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議会において個人情報の取扱いに従事し ている 派遣労働者（ 労働者派遣事

業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する 法律（ 昭和６ ０ 年

法律第８ ８ 号） 第２ 条第２ 号に規定する 派遣労働者を いう 。 以下こ の条及

び第５ ３ 条において同じ 。 ） 若し く は従事し ていた派遣労働者は、 その業

務に関し て知り 得た個人情報の内容を みだり に他人に知ら せ、 又は不当な

目的に利用し てはなら ない。  

 （ 漏えい等の通知）  

第１ １ 条 議長は、 保有個人情報の漏えい、 滅失、 毀損その他の保有個人情

報の安全の確保に係る 事態であ っ て 個人の権利利益を 害する おそれが大き

いも のと し てその定める も のが生じ たと き は、 本人に対し 、 その定める と

こ ろ によ り 、 当該事態が生じ た旨を 通知し なければなら ない。 ただし 、 次

の各号のいずれかに該当する と き は、 こ の限り でない。  

 （ １ ）  本人への通知が困難な場合であ っ て、 本人の権利利益を 保護する

ため必要なこ れに代わる べき 措置を と る と き 。  

 （ ２ ）  当該保有個人情報に第２ １ 条各号に掲げる 情報のいずれかが含ま

れる と き 。  

 （ 利用及び提供の制限）  

第１ ２ 条 議会は、 法令に基づく 場合を 除き 、 利用目的以外の目的のために

保有個人情報を 自ら 利用し 、 又は提供し てはなら ない。  

２  前項の規定にかかわら ず、 議会は、 議長が次の各号のいずれかに該当す

る と 認める と き は、 利用目的以外の目的のために保有個人情報を 自ら 利用

し 、 又は提供する こ と ができ る 。 た だし 、 保有個人情報を 利用目的以外の

目的のために自ら 利用し 、 又は提供する こ と によ っ て、 本人又は第三者の

権利利益を 不当に侵害する おそれがあ る と 認めら れる と き は、 こ の限り で

ない。  

 （ １ ）  本人の同意があ る と き 、 又は本人に提供する と き 。  

 （ ２ ）  議会が法令の規定によ り その権限に属する 事務の遂行に必要な限

度で保有個人情報を 内部で利用する 場合であ っ て 、 当該保有個人情報を

利用する こ と について相当の理由があ る と き 。  

 （ ３ ）  市長（ 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を 行う 市長を 含む。  

） 、 教育委員会、 選挙管理委員会、 監査委員、 公平委員会、 農業委員会、  
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固定資産評価審査委員会若し く は消防長、 他の地方公共団体の機関、 他 

の地方公共団体が設立し た地方独立行政法人、 法第２ 条第８ 項に規定す 

る 行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を 提供する 場合において、  

保有個人情報の提供を 受ける 者が、 法令の定める 事務又は業務の遂行に 

必要な限度で提供に係る 個人情報を 利用し 、 かつ、 当該個人情報を 利用 

する こ と について相当の理由があ る と き 。  

 （ ４ ）  前３ 号に掲げる 場合のほか、 専ら 統計の作成又は学術研究の目的

のために保有個人情報を 提供する と き 、 本人以外の者に提供する こ と が

明ら かに本人の利益になる と き 、 その他保有個人情報を 提供する こ と に

ついて特別の理由があ る と き 。  

３  前項の規定は、 保有個人情報の利用又は提供を 制限する 他の条例の規定

の適用を 妨げる も のではない。  

４  議長は、 個人の権利利益を 保護する ため特に必要があ る と 認める と き は、  

保有個人情報の利用目的以外の目的のた めの議会の内部における 利用を 議

会事務局の特定の職員に限る も のと する 。  

５  保有特定個人情報に関し ては、 第２ 項第２ 号から 第４ 号ま で及び第３ ０

条の規定は適用し ないも のと し 、 次の表の左欄に掲げる 規定の適用につい

ては、 こ れら の規定中同表の中欄に掲げる 字句は、 同表の右欄に掲げる 字

句と する 。  

第１ ２ 条第１ 項 法令に基づく 場合を 除

き 、 利用目的以外の目的 

利用目的以外の目的 

 

 自ら 利用し 、 又は提供し

てはなら ない 

自ら 利用し てはなら ない 

第１ ２ 条第２ 項 自ら 利用し 、 又は提供す

る  

自ら 利用する  

第１ ２ 条第２ 項

第１ 号 

本人の同意があ る と き 、

又は本人に提供する と き  

人の生命、 身体又は財産の

保護のために必要があ る 場

合であ っ て、 本人の同意が

あ り 、 又は本人の同意を 得

る こ と が困難であ る と き  
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第３ ９ 条第１ 項

第１ 号 

又は第１ ２ 条第１ 項及び

第２ 項の規定に違反し て

利用さ れている と き  

第１ ２ 条第５ 項の規定によ

り 読み替えて適用する 同条

第１ 項及び第２ 項（ 第１ 号

に係る 部分に限る 。 ） の規 

定に違反し て利用さ れてい

る と き 、 番号利用法第２ ０

条の規定に違反し て収集さ

れ、 若し く は保管さ れてい

る と き 、 又は番号利用法第

２ ９ 条の規定に違反し て作

成さ れた特定個人情報フ ァ

イ ル（ 番号利用法第２ 条第

９ 項に規定する 特定個人情 

 

報フ ァ イ ルを いう 。 ） に記

録さ れている と き  

第３ ９ 条第１ 項

第２ 号 

第１ ２ 条第１ 項及び第２

項 

番号利用法第１ ９ 条 

 （ 保有個人情報の提供を 受ける 者に対する 措置要求）  

第１ ３ 条 議長は、 利用目的のために又は前条第２ 項第３ 号若し く は第４ 号

の規定に基づき 、 保有個人情報を 提供する 場合において 、 必要があ る と 認

める と き は、 保有個人情報の提供を 受ける 者に対し 、 提供に係る 個人情報

について、 その利用の目的若し く は方法の制限その他必要な制限を 付し 、

又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置

を 講ずる こ と を 求める も のと する 。  

 （ 個人関連情報の提供を 受ける 者に対する 措置要求）  

第１ ４ 条 議長は、 第三者に個人関連情報を 提供する 場合（ 当該第三者が当 

該個人関連情報を 個人情報と し て取得する こ と が想定さ れる 場合に限る 。 ）  

において、 必要があ る と 認める と き は、 当該第三者に対し 、 提供に係る 個人

関連情報について、 その利用の目的若し く は方法の制限その他必要な制限を

付し 、 又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必

要な措置を 講ずる こ と を 求める も のと する 。  
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 （ 仮名加工情報の取扱いに係る 義務）  

第１ ５ 条 議会は、 法令に基づく 場合を 除く ほか、 仮名加工情報（ 個人情報

であ る も のを 除く 。 以下こ の条及び第５ ０ 条において同じ 。 ） を 第三者（

当該仮名加工情報の取扱いの委託を 受けた者を 除く 。 ） に提供し てはなら

ない。  

２  議長は、 その取り 扱う 仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報

の安全管理のために必要かつ適切な 措置を 講じ なければなら ない。  

３  議会は、 仮名加工情報を 取り 扱う に当たっ ては、 法令に基づく 場合を 除

き 、 当該仮名加工情報の作成に用いら れた個人情報に係る 本人を 識別する

ために、 削除情報等（ 仮名加工情報の作成に用いら れた 個人情報から 削除

さ れた記述等及び個人識別符号並びに法第４ １ 条第１ 項の規定によ り 行わ

れた加工の方法に関する 情報を いう 。 ） を 取得し 、 又は当該仮名加工情報

を 他の情報と 照合し てはなら ない。  

４  議会は、 仮名加工情報を 取り 扱う に当たっ ては、 法令に基づく 場合を 除

き 、 電話を かけ、 郵便若し く は民間事業者によ る 信書の送達に関する 法律

（ 平成１ ４ 年法律第９ ９ 号） 第２ 条第６ 項に規定する 一般信書便事業者若

し く は同条第９ 項に規定する 特定信書便事業者によ る 同条第２ 項に規定す

る 信書便によ り 送付し 、 電報を 送達し 、 フ ァ ク シミ リ 装置若し く は電磁的

方法（ 電子情報処理組織を 使用する 方法その他の情報通信の技術を 利用す

る 方法であ っ て議長が定める も のを いう 。 ） を 用いて送信し 、 又は住居を

訪問する ために、 当該仮名加工情報に含ま れる 連絡先その他の情報を 利用

し てはなら ない。  

５  前各項の規定は、 議会に係る 仮名加工情報の取扱いの委託（ ２ 以上の段

階にわたる 委託を 含む。 ） を 受けた 者が受託し た業務を 行う 場合について

準用する 。  

 （ 匿名加工情報の取扱いに係る 義務）  

第１ ６ 条 議会は、 匿名加工情報を 取り 扱う に当たっ ては、 法令に基づく 場

合を 除き 、 当該匿名加工情報の作成に用いら れた個人情報に係る 本人を 識

別する ために、 当該個人情報から 削除さ れた記述等若し く は個人識別符号

若し く は法第４ ３ 条第１ 項の規定によ り 行われた加工の方法に関する 情報

を 取得し 、 又は当該匿名加工情報を 他の情報と 照合し て はなら ない。  
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２  議会は、 匿名加工情報の漏えいを 防止する ために必要なも のと し て議長

が定める 基準に従い、 匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を 講

じ なければなら ない。  

３  前２ 項の規定は、 議会に係る 匿名加工情報の取扱いの委託（ ２ 以上の段

階にわたる 委託を 含む。 ） を 受けた 者が受託し た業務を 行う 場合について

準用する 。  

 （ 個人情報取扱事務登録簿）  

第１ ７ 条 議長は、 個人情報を 取り 扱う 事務（ 以下「 個人情報取扱事務」 と

いう 。 ） について、 次に掲げる 事項を 記載し た帳簿（ 以下「 個人情報取扱

事務登録簿」 と いう 。 ） を 備え付けなければなら ない。  

 （ １ ）  個人情報取扱事務の名称 

 （ ２ ）  個人情報取扱事務を つかさ ど る 組織の名称 

 （ ３ ）  個人情報取扱事務の目的又は概要 

 （ ４ ）  取り 扱う 個人情報の対象者の範囲及び人数 

 （ ５ ）  取り 扱う 個人情報の項目 

 （ ６ ）  取り 扱う 個人情報の取得先 

 （ ７ ）  取り 扱う 個人情報の利用目的以外の目的のための自ら の利用又は

提供の有無 

 （ ８ ）  取り 扱う 個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無 

 （ ９ ）  前各号に掲げる も ののほか、 議長が定める 事項 

２  議長は、 個人情報取扱事務を 開始し よ う と する と き は、 あ ら かじ め、 当

該個人情報取扱事務について 個人情報取扱事務登録簿に登録し なければな

ら ない。 登録し た事項を 変更し よ う と する と き も 、 同様と する 。  

３  議長は、 個人情報取扱事務登録簿に登録さ れている 個人情報取扱事務を

廃止し たと き は、 遅滞なく 、 当該個人情報取扱事務を 個人情報取扱事務登

録簿から 抹消し なければなら ない。  

４  議長は、 個人情報取扱事務登録簿を 一般の閲覧に供し なければな ら ない。  

   第３ 章 個人情報フ ァ イ ル 

 （ 個人情報フ ァ イ ル簿の作成及び公表）  

第１ ８ 条 議長は、 その定める と こ ろ によ り 、 議会が保有し ている 個人情報

フ ァ イ ルについて、 それぞれ次に掲げる 事項その他議長が定める 事項を 記
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載し た帳簿（ 以下「 個人情報フ ァ イ ル簿」 と いう 。 ） を 作成し 、 公表し な

ければなら ない。  

 （ １ ）  個人情報フ ァ イ ルの名称 

 （ ２ ）  個人情報フ ァ イ ルが利用に供さ れる 事務を つかさ ど る 組織の名称 

 （ ３ ）  個人情報フ ァ イ ルの利用目的 

 （ ４ ）  個人情報フ ァ イ ルに記録さ れる 項目（ 以下こ の条において 「 記録

項目」 と いう 。 ） 及び本人（ 他の個人の氏名、 生年月日その他の記述等

によ ら ないで検索し 得る 者に限る 。 次項第１ 号カ において同じ 。 ） と し

て個人情報フ ァ イ ルに記録さ れる 個人の範囲（ 次項第２ 号において「 記

録範囲」 と いう 。 ）  

 （ ５ ）  個人情報フ ァ イ ルに記録さ れる 個人情報（ 以下こ の条において「  

記録情報」 と いう 。 ） の収集方法 

 （ ６ ）  記録情報に要配慮個人情報が含ま れる と き は、 その旨 

 （ ７ ）  記録情報を 議会以外の者に経常的に提供する 場合には、 その提供

先 

 （ ８ ）  次条第１ 項、 第３ ２ 条第１ 項又は第３ ９ 条第１ 項の規定によ る 請

求を 受理する 組織の名称及び所在地 

 （ ９ ）  第３ ２ 条第１ 項ただし 書又は第３ ９ 条第１ 項ただし 書に該当する

と き は、 その旨 

２  前項の規定は、 次に掲げる 個人情報フ ァ イ ルについては、 適用し ない。  

 （ １ ）  次に掲げる 個人情報フ ァ イ ル 

ア 議会の議員若し く は議員であ っ た者又は議会事務局の職員若し く は

職員であ っ た者に係る 個人情報フ ァ イ ルであ っ て 、 専ら その人事、 議

員報酬、 給与又は報酬、 福利厚生に関する 事項その他こ れら に準ずる

事項を 記録する も の 

イ  専ら 試験的な電子計算機処理の用に供する た めの個人情報フ ァ イ ル 

ウ  １ 年以内に消去する こ と と なる 記録情報のみを 記録する 個人情報フ

ァ イ ル 

エ 資料その他の物品若し く は金銭の送付又は業務上必要な連絡のため

に利用する 記録情報を 記録し た個人情報フ ァ イ ルであ っ て、 送付又は

連絡の相手方の氏名、 住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを
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記録する も の 

オ 議会事務局の職員が学術研究の用に供する た めその発意に基づき 作

成し 、 又は取得する 個人情報フ ァ イ ルであ っ て、 記録情報を 専ら 当該

学術研究の目的のために利用する も の 

カ  本人の数が議長が定める 数に満たな い個人情報フ ァ イ ル 

キ  ア から カ ま でに掲げる 個人情報フ ァ イ ルに準ずる も のと し て議長が

定める 個人情報フ ァ イ ル 

 （ ２ ）  前項の規定によ る 公表に係る 個人情報フ ァ イ ルに記録さ れている

記録情報の全部又は一部を 記録し た個人情報フ ァ イ ルであ っ て、 その利

用目的、 記録項目及び記録範囲が当該公表に係る こ れら の事項の範囲内

のも の 

 （ ３ ）  前号に掲げる 個人情報フ ァ イ ルに準ずる も のと し て議長が定める

個人情報フ ァ イ ル 

３  第１ 項の規定にかかわら ず、 議長は、 記録項目の一部若し く は同項第５

号若し く は第７ 号に掲げる 事項を 個人情報フ ァ イ ル簿に記載し 、 又は個人

情報フ ァ イ ルを 個人情報フ ァ イ ル簿に掲載する こ と によ り 、 利用目的に係

る 事務又は事業の性質上、 当該事務又は事業の適正な遂行に著し い支障を

及ぼすおそれがあ る と 認める と き は、 その記録項目の一部若し く は事項を

記載せず、 又はその個人情報フ ァ イ ルを 個人情報フ ァ イ ル簿に掲載し ない

こ と ができ る 。  

   第４ 章 開示、 訂正及び利用停止 

    第１ 節 開示 

 （ 開示請求権）  

第１ ９ 条 何人も 、 こ の条例の定める と こ ろ によ り 、 議長に対し 、 議会の保

有する 自己を 本人と する 保有個人情報の開示を 請求する こ と ができ る 。  

２  未成年者若し く は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任によ る 代理

人（ 以下こ の章において「 代理人」 と 総称する 。 ） は、 本人に代わっ て前 

項の規定によ る 開示の請求（ 以下こ の章及び第４ ９ 条において「 開示請求」  

と いう 。 ） を する こ と ができ る 。  

 （ 開示請求の手続）  

第２ ０ 条 開示請求は、 次に掲げる 事項を 記載し た書面（ 第３ 項において「  
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開示請求書」 と いう 。 ） を 議長に提出し てし なければな ら ない。  

 （ １ ）  開示請求を する 者の氏名及び住所又は居所 

 （ ２ ）  開示請求に係る 保有個人情報が記録さ れている 公文書の名称その

他の開示請求に係る 保有個人情報を 特定する に足り る 事項 

２  前項の場合において、 開示請求を する 者は、 議長が定める と こ ろ によ り 、  

開示請求に係る 保有個人情報の本人であ る こ と （ 前条第２ 項の規定によ る  

開示請求にあ っ ては、 開示請求に係る 保有個人情報の本人の代理人であ る  

こ と ） を 示す書類を 提示し 、 又は提出し なければなら な い。  

３  議長は、 開示請求書に形式上の不備があ る と 認める と き は、 開示請求を

し た者（ 以下「 開示請求者」 と いう 。 ） に対し 、 相当の期間を 定めて、 そ

の補正を 求める こ と ができ る 。 こ の場合において、 議長は、 開示請求者に

対し 、 補正の参考と なる 情報を 提供する よ う 努めなければなら ない。  

 （ 保有個人情報の開示義務）  

第２ １ 条 議長は、 開示請求があっ たと き は、 開示請求に係る 保有個人情報

に次の各号に掲げる 情報（ 以下「 不開示情報」 と いう 。 ） のいずれかが含

ま れている 場合を 除き 、 開示請求者に対し 、 当該保有個人情報を 開示し な

ければなら ない。  

 （ １ ）  開示請求者（ 第１ ９ 条第２ 項の規定によ り 代理人が本人に代わっ

て開示請求を する 場合にあ っ ては、 当該本人を いう 。 次号及び第３ 号、

次条第２ 項並びに第２ ８ 条第１ 項において同じ 。 ） の生命、 健康、 生活

又は財産を 害する おそれがあ る 情報 

 （ ２ ）  開示請求者以外の個人に関する 情報（ 事業を 営む個人の当該事業

に関する 情報を 除く 。 ） であ っ て、 当該情報に含ま れる 氏名、 生年月日

その他の記述等によ り 開示請求者以外の特定の個人を 識別する こ と がで

き る も の（ 他の情報と 照合する こ と によ り 、 開示請求者以外の特定の個

人を 識別する こ と ができ る こ と と なる も のを 含む。 ） 若し く は個人識別

符号が含ま れる も の又は開示請求者以外の特定の個人を 識別する こ と は

でき ないが、 開示する こ と によ り 、 なお開示請求者以外の個人の権利利

益を 害する おそれがあ る も の。 ただし 、 次に掲げる 情報を 除く 。  

ア 法令の規定によ り 又は慣行と し て開示請求者が知る こ と ができ 、 又

は知る こ と が予定さ れている 情報 
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イ  人の生命、 健康、 生活又は財産を 保護する た め、 開示する こ と が必

要であ る と 認めら れる 情報 

ウ  当該個人が公務員等（ 国家公務員法（ 昭和２ ２ 年法律第１ ２ ０ 号）

第２ 条第１ 項に規定する 国家公務員（ 独立行政法人通則法第２ 条第４

項に規定する 行政執行法人の役員及び職員を 除く 。 ） 、 独立行政法人

等の役員及び職員、 地方公務員法（ 昭和２ ５ 年法律第２ ６ １ 号） 第２

条に規定する 地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員を い

う 。 ） であ る 場合において、 当該情報がその職務の遂行に係る 情報で

あ る と き は、 当該情報のう ち、 当該公務員等の職及び当該職務遂行の

内容に係る 部分 

 （ ３ ）  法人その他の団体（ 国、 独立行政法人等、 地方公共団体及び地方

独立行政法人を 除く 。 以下こ の号において「 法人等」 と いう 。 ） に関す

る 情報又は開示請求者以外の事業を 営む個人の当該事業に関する 情報で

あ っ て、 次に掲げる も の。 た だし 、 人の生命、 健康、 生活又は財産を 保

護する ため、 開示する こ と が必要であ る と 認めら れる 情報を 除く 。  

  ア  開示する こ と によ り 、 当該法人等又は当該個人の権利、 競争上の地

位その他正当な 利益を 害する おそれがあ る も の 

  イ  議会の要請を 受けて、 開示し ないと の条件で任意に提供さ れたも の

であ っ て、 法人等又は個人における 通例と し て開示し ないこ と と さ れ

ている も のその他の当該条件を 付する こ と が当該情報の性質、 当時の

状況等に照ら し て合理的であ る と 認めら れる も の 

 （ ４ ）  国の機関、 独立行政法人等、 地方公共団体及び地方独立行政法人

の内部又は相互間における 審議、 検討又は協議に関する 情報であ っ て、

開示する こ と によ り 、 率直な 意見の交換若し く は意思決定の中立性が不

当に損なわれる おそれ、 不当に住民の間に混乱を 生じ さ せる おそれ又は

特定の者に不当に利益を 与え 若し く は不利益を 及ぼすおそれがあ る も の 

 （ ５ ）  国の機関、 独立行政法人等、 地方公共団体又は地方独立行政法人

が行う 事務又は事業に関する 情報であ っ て、 開示する こ と によ り 、 次に

掲げる おそれその他当該事務又は事業の性質上、 当該事務又は事業の適

正な遂行に支障を 及ぼすおそれがあ る も の 

  ア  議長が第２ ５ 条各項の決定（ 以下「 開示決定等」 と いう 。 ） を する
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場合において、 犯罪の予防、 鎮圧又は捜査その他の公共の安全と 秩序

の維持に支障を 及ぼすおそれ 

  イ  監査、 検査、 取締り 、 試験又は租税の賦課若し く は徴収に係る 事務

に関し 、 正確な 事実の把握を 困難にする おそれ又は違法若し く は不当

な行為を 容易にし 、 若し く はその発見を 困難にする おそれ 

  ウ  契約、 交渉又は争訟に係る 事務に関し 、 国、 独立行政法人等、 地方

公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者と し ての地

位を 不当に害する おそれ 

  エ 調査研究に係る 事務に関し 、 その公正かつ能率的な遂行を 不当に阻

害する おそれ 

  オ 人事管理に係る 事務に関し 、 公正かつ円滑な人事の確保に支障を 及

ぼすおそれ 

  カ  独立行政法人等、 地方公共団体が経営する 企業又は地方独立行政法

人に係る 事業に関し 、 その企業経営上の正当な利益を 害する おそれ 

 （ 部分開示）  

第２ ２ 条 議長は、 開示請求に係る 保有個人情報に不開示情報が含ま れてい

る 場合において、 不開示情報に該当する 部分を 容易に区分し て除く こ と が

でき る と き は、 開示請求者に対し 、 当該部分を 除いた部分につき 開示し な

ければなら ない。  

２  開示請求に係る 保有個人情報に前条第２ 号の情報（ 開示請求者以外の特

定の個人を 識別する こ と ができ る も のに限る 。 ） が含ま れている 場合にお

いて、 当該情報のう ち、 氏名、 生年月日その他の開示請求者以外の特定の

個人を 識別する こ と ができ る こ と と なる 記述等及び個人識別符号の部分を

除く こ と によ り 、 開示し ても 、 開示請求者以外の個人の権利利益が害さ れ

る おそれがないと 認めら れる と き は、 当該部分を 除いた 部分は、 同号の情

報に含ま れないも のと みなし て、 前項の規定を 適用する 。  

 （ 裁量的開示）  

第２ ３ 条 議長は、 開示請求に係る 保有個人情報に不開示情報が含ま れてい

る 場合であ っ ても 、 個人の権利利益を 保護する ため特に必要があ る と 認め 

る と き は、 開示請求者に対し 、 当該保有個人情報を 開示する こ と ができ る 。  

 （ 保有個人情報の存否に関する 情報）  



 

- 16 - 

 

第２ ４ 条 開示請求に対し 、 当該開示請求に係る 保有個人情報が存在し てい

る か否かを 答える だけで、 不開示情報を 開示する こ と と なる と き は、 議長

は、 当該保有個人情報の存否を 明ら かにし ないで、 当該開示請求を 拒否す

る こ と ができ る 。  

 （ 開示請求に対する 措置）  

第２ ５ 条 議長は、 開示請求に係る 保有個人情報の全部又は一部を 開示する

と き は、 その旨の決定を し 、 開示請求者に対し 、 その旨、 開示する 保有個

人情報の利用目的及び開示の実施に関し 議長が定める 事項を 書面によ り 通

知し なければなら ない。 ただし 、 第５ 条第２ 号又は第３ 号に該当する 場合

における 当該利用目的については、 こ の限り でない。  

２  議長は、 開示請求に係る 保有個人情報の全部を 開示し ないと き （ 前条の

規定によ り 開示請求を 拒否する と き 、 及び開示請求に係る 保有個人情報を

保有し ていないと き を 含む。 ） は、 開示を し ない旨の決定を し 、 開示請求

者に対し 、 その旨を 書面によ り 通知し な ければなら ない。  

 （ 開示決定等の期限）  

第２ ６ 条 開示決定等は、 開示請求があ っ た日から １ ４ 日以内にし な ければ

なら ない。 ただし 、 第２ ０ 条第３ 項の規定によ り 補正を 求めた場合にあ っ

ては、 当該補正に要し た日数は、 当該期間に算入し ない。  

２  前項の規定にかかわら ず、 議長は、 事務処理上の困難その他正当な理由

があ る と き は、 同項に規定する 期間を ３ ０ 日以内に限り 延長する こ と がで

き る 。 こ の場合において、 議長は、 開示請求者に対し 、 遅滞なく 、 延長後

の期間及び延長の理由を 書面によ り 通知し なければなら ない。  

 （ 開示決定等の期限の特例）  

第２ ７ 条 開示請求に係る 保有個人情報が著し く 大量であ る ため、 開示請求

があ っ た日から ４ ４ 日以内にその全てについて開示決定等を する こ と によ

り 事務の遂行に著し い支障が生ずる おそれがある 場合には、 前条の規定に

かかわら ず、 議長は、 開示請求に係る 保有個人情報のう ちの相当の部分に

つき 当該期間内に開示決定等を し 、 残り の保有個人情報については相当の

期間内に開示決定等を すれば足り る 。 こ の場合において 、 議長は、 同条第

１ 項に規定する 期間内に、 開示請求者に対し 、 次に掲げる 事項を 書面によ

り 通知し なければなら ない。  
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 （ １ ）  こ の条の規定を 適用する 旨及びその理由 

 （ ２ ）  残り の保有個人情報について開示決定等を する 期限 

２  前条の規定によ る 開示決定等を し なければなら ない期間に、 議長及び副

議長がと も に欠けている 期間がある と き は、 当該期間の日数は、 同条の期

間に算入し ない。  

 （ 第三者に対する 意見書提出の機会の付与等）  

第２ ８ 条 開示請求に係る 保有個人情報に国、 独立行政法人等、 地方公共団

体、 地方独立行政法人及び開示請求者以外の者（ 以下こ の条、 第４ ６ 条第

２ 項第３ 号及び第４ ７ 条において「 第三者」 と いう 。 ） に関する 情報が含

ま れている と き は、 議長は、 開示決定等を する に当たっ て、 当該情報に係

る 第三者に対し 、 議長が定める と こ ろ によ り 、 当該第三者に関する 情報の

内容その他議長が定める 事項を 通知し て 、 意見書を 提出する 機会を 与える

こ と ができ る 。  

２  議長は、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 第２ ５ 条第１ 項の決定

（ 以下こ の章において「 開示決定」 と いう 。 ） に先立ち 、 当該第三者に対

し 、 議長が定める と こ ろ によ り 、 開示請求に係る 当該第三者に関する 情報

の内容その他議長が定める 事項を 書面によ り 通知し て、 意見書を 提出する

機会を 与えなければなら ない。 ただし 、 当該第三者の所在が判明し ない場

合は、 こ の限り でない。  

 （ １ ）  第三者に関する 情報が含ま れている 保有個人情報を 開示し よ う と

する 場合であ っ て、 当該第三者に関する 情報が第２ １ 条第２ 号イ 又は同

条第３ 号ただし 書に規定する 情報に該当する と 認めら れる と き 。  

 （ ２ ）  第三者に関する 情報が含ま れている 保有個人情報を 第２ ３ 条の規

定によ り 開示し よ う と する と き 。  

３  議長は、 前２ 項の規定によ り 意見書の提出の機会を 与えら れた第三者が

当該第三者に関する 情報の開示に反対の意思を 表示し た 意見書を 提出し た

場合において、 開示決定を する と き は、 開示決定の日と 開示を 実施する 日

と の間に少なく と も ２ 週間を 置かな ければなら ない。 こ の場合において、  

議長は、 開示決定後直ちに、 当該意見書（ 第４ ６ 条において「 反対意見書」  

と いう 。 ） を 提出し た第三者に対し 、 開示決定を し た旨及びその理由並び 

に開示を 実施する 日を 書面によ り 通知し なければなら な い。  
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 （ 開示の実施）  

第２ ９ 条 保有個人情報の開示は、 当該保有個人情報が、 文書又は図画に記

録さ れている と き は閲覧又は写し の交付によ り 、 電磁的記録に記録さ れて

いる と き はその種別、 情報化の進展状況等を 勘案し て議長が定める 方法に

よ り 行う 。 ただし 、 閲覧の方法によ る 保有個人情報の開示にあ っ ては、 議

長は、 当該保有個人情報が記録さ れている 文書又は図画の保存に支障を 生

ずる おそれがあ る と 認める と き 、 その他正当な理由があ る と き は、 その写

し によ り 、 こ れを 行う こ と ができ る 。  

２  議長は、 前項の規定に基づく 電磁的記録についての開示の方法に関する

定めを 一般の閲覧に供し なければな ら な い。  

３  開示決定に基づき 保有個人情報の開示を 受ける 者は、 議長が定める と こ

ろ によ り 、 議長に対し 、 その求める 開示の実施の方法等を 申し 出なければ

なら ない。  

４  前項の規定によ る 申出は、 第２ ５ 条第１ 項に規定する 通知があ っ た日か

ら ３ ０ 日以内にし なければな ら ない。 た だし 、 当該期間内に当該申出を す

る こ と ができ ないこ と につき 正当な 理由があ る と き は、 こ の限り でない。  

 （ 他の法令によ る 開示の実施と の調整）  

第３ ０ 条 議長は、 他の法令の規定によ り 、 開示請求者に対し 開示請求に係

る 保有個人情報が前条第１ 項本文に規定する 方法と 同一の方法で開示する

こ と と さ れている 場合（ 開示の期間が定めら れている 場合にあ っ ては、 当

該期間内に限る 。 ） には、 同項本文の規定にかかわら ず、 当該保有個人情

報については、 当該同一の方法によ る 開示を 行わない。 ただし 、 当該他の

法令の規定に一定の場合には開示を し な い旨の定めがあ る と き は、 こ の限

り でない。  

２  他の法令の規定に定める 開示の方法が縦覧であ る と き は、 当該縦覧を 前

条第１ 項本文の閲覧と みなし て、 前項の規定を 適用する 。  

 （ 開示請求に係る 手数料等）  

第３ １ 条 開示請求に係る 手数料は無料と する 。  

２  開示請求に係る 保有個人情報が記録さ れている 公文書の写し の交付を 受

ける 者は、 当該写し の作成及び送付に要する 費用を 負担し なければなら な

い。  
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    第２ 節 訂正 

 （ 訂正請求権）  

第３ ２ 条 何人も 、 自己を 本人と する 保有個人情報（ 次に掲げる も のに限る 。  

第３ ９ 条第１ 項において同じ 。 ） の内容が事実でないと 思料する と き は、  

こ の条例の定める と こ ろ によ り 、 議長に対し 、 当該保有個人情報の訂正（  

追加又は削除を 含む。 以下こ の章において同じ 。 ） を 請求する こ と ができ

る 。 ただし 、 当該保有個人情報の訂正に関し て他の法令の規定によ り 特別 

の手続が定めら れている と き は、 こ の限り でない。  

 （ １ ）  開示決定に基づき 開示を 受けた保有個人情報 

 （ ２ ）  開示決定に係る 保有個人情報であ っ て、 第３ ０ 条第１ 項の他の法

令の規定によ り 開示を 受けた も の 

２  代理人は、 本人に代わっ て前項の規定によ る 訂正の請求（ 以下こ の章及

び第４ ９ 条において「 訂正請求」 と いう 。 ） を する こ と ができ る 。  

３  訂正請求は、 保有個人情報の開示を 受けた日から ９ ０ 日以内にし なけれ

ばなら ない。  

 （ 訂正請求の手続）  

第３ ３ 条 訂正請求は、 次に掲げる 事項を 記載し た書面（ 第３ 項において「  

訂正請求書」 と いう 。 ） を 議長に提出し てし なければな ら ない。  

 （ １ ）  訂正請求を する 者の氏名及び住所又は居所 

 （ ２ ）  訂正請求に係る 保有個人情報の開示を 受けた日その他当該保有個

人情報を 特定する に足り る 事項 

 （ ３ ）  訂正請求の趣旨及び理由 

２  前項の場合において、 訂正請求を する 者は、 議長が定める と こ ろ によ り 、  

訂正請求に係る 保有個人情報の本人であ る こ と （ 前条第２ 項の規定によ る  

訂正請求にあ っ ては、 訂正請求に係る 保有個人情報の本人の代理人であ る  

こ と ） を 示す書類を 提示し 、 又は提出し なければなら な い。  

３  議長は、 訂正請求書に形式上の不備があ る と 認める と き は、 訂正請求を

し た者（ 以下こ の章において 「 訂正請求者」 と いう 。 ） に対し 、 相当の期

間を 定めて、 その補正を 求める こ と ができ る 。  

 （ 保有個人情報の訂正義務）  

第３ ４ 条 議長は、 訂正請求があっ た場合において、 当該訂正請求に理由が
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あ る と 認める と き は、 当該訂正請求に係る 保有個人情報の利用目的の達成

に必要な範囲内で、 当該保有個人情報の訂正を し なければなら ない。  

 （ 訂正請求に対する 措置）  

第３ ５ 条 議長は、 訂正請求に係る 保有個人情報の訂正を する と き は、 その

旨の決定を し 、 訂正請求者に対し 、 その旨を 書面によ り 通知し なければな

ら ない。  

２  議長は、 訂正請求に係る 保有個人情報の訂正を し ないと き は、 その旨の

決定を し 、 訂正請求者に対し 、 その旨を 書面によ り 通知し なければなら な

い。  

 （ 訂正決定等の期限）  

第３ ６ 条 前条各項の決定（ 以下「 訂正決定等」 と いう 。 ） は、 訂正請求が

あ っ た日から ３ ０ 日以内にし なければな ら ない。 ただし 、 第３ ３ 条第３ 項

の規定によ り 補正を 求めた場合にあ っ て は、 当該補正に要し た日数は、 当

該期間に算入し ない。  

２  前項の規定にかかわら ず、 議長は、 事務処理上の困難その他正当な理由

があ る と き は、 同項に規定する 期間を ３ ０ 日以内に限り 延長する こ と がで

き る 。 こ の場合において、 議長は、 訂正請求者に対し 、 遅滞なく 、 延長後

の期間及び延長の理由を 書面によ り 通知し なければなら ない。  

 （ 訂正決定等の期限の特例）  

第３ ７ 条 議長は、 訂正決定等に特に長期間を 要する と 認める と き は、 前条

の規定にかかわら ず、 相当の期間内に訂正決定等を すれば足り る 。 こ の場 

合において、 議長は、 同条第１ 項に規定する 期間内に、 訂正請求者に対し 、  

次に掲げる 事項を 書面によ り 通知し なければなら ない。  

 （ １ ）  こ の条の規定を 適用する 旨及びその理由 

 （ ２ ）  訂正決定等を する 期限 

２  前条の規定によ る 訂正決定等を し なければなら ない期間に、 議長及び副

議長がと も に欠けている 期間がある と き は、 当該期間の日数は、 同条の期

間に算入し ない。  

 （ 保有個人情報の提供先への通知）  

第３ ８ 条 議長は、 第３ ５ 条第１ 項の決定に基づく 保有個人情報の訂正の実

施を し た場合において、 必要がある と 認める と き は、 当該保有個人情報の
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提供先に対し 、 遅滞なく 、 その旨を 書面によ り 通知する も のと する 。  

    第３ 節 利用停止 

 （ 利用停止請求権）  

第３ ９ 条 何人も 、 自己を 本人と する 保有個人情報が次の各号のいずれかに 

該当する と 思料する と き は、 こ の条例の定める と こ ろ によ り 、 議長に対し 、  

当該各号に定める 措置を 請求する こ と ができ る 。 ただし 、 当該保有個人情 

報の利用の停止、 消去又は提供の停止（ 以下こ の章において「 利用停止」  

と いう 。 ） に関し て他の法令の規定によ り 特別の手続が定めら れている と  

き は、 こ の限り でない。  

 （ １ ）  第４ 条第２ 項の規定に違反し て保有さ れている と き 、 第６ 条の規

定に違反し て取り 扱われている と き 、 第７ 条の規定に違反し て取得さ れ

たも のであ る と き 、 又は第１ ２ 条第１ 項及び第２ 項の規定に違反し て利

用さ れている と き  当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

 （ ２ ）  第１ ２ 条第１ 項及び第２ 項の規定に違反し て提供さ れている と き  

 当該保有個人情報の提供の停止 

２  代理人は、 本人に代わっ て前項の規定によ る 利用停止の請求（ 以下こ の 

章及び第４ ９ 条において「 利用停止請求」 と いう 。 ） を する こ と ができ る 。  

３  利用停止請求は、 保有個人情報の開示を 受けた日から ９ ０ 日以内にし な

ければなら ない。  

 （ 利用停止請求の手続）  

第４ ０ 条 利用停止請求は、 次に掲げる 事項を 記載し た書面（ 第３ 項におい

て「 利用停止請求書」 と いう 。 ） を 議長に提出し てし な ければなら ない。  

 （ １ ）  利用停止請求を する 者の氏名及び住所又は居所 

 （ ２ ）  利用停止請求に係る 保有個人情報の開示を 受けた日その他当該保

有個人情報を 特定する に足り る 事項 

 （ ３ ）  利用停止請求の趣旨及び理由 

２  前項の場合において、 利用停止請求を する 者は、 議長が定める と こ ろ に

よ り 、 利用停止請求に係る 保有個人情報の本人であ る こ と （ 前条第２ 項の

規定によ る 利用停止請求にあ っ ては、 利用停止請求に係る 保有個人情報の

本人の代理人であ る こ と ） を 示す書類を 提示し 、 又は提出し なければなら

ない。  
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３  議長は、 利用停止請求書に形式上の不備があ る と 認める と き は、 利用停

止請求を し た者（ 以下こ の章において「 利用停止請求者」 と いう 。 ） に対

し 、 相当の期間を 定めて、 その補正を 求める こ と ができ る 。  

 （ 保有個人情報の利用停止義務）  

第４ １ 条 議長は、 利用停止請求があ っ た場合において、 当該利用停止請求

に理由があ る と 認める と き は、 議会における 個人情報の適正な取扱いを 確

保する ために必要な限度で、 当該利用停止請求に係る 保有個人情報の利用

停止を し なければなら ない。 ただし 、 当該保有個人情報の利用停止を する

こ と によ り 、 当該保有個人情報の利用目的に係る 事務又は事業の性質上、

当該事務又は事業の適正な遂行に著し い支障を 及ぼすおそれがあ る と 認め

ら れる と き は、 こ の限り でな い。  

 （ 利用停止請求に対する 措置）  

第４ ２ 条 議長は、 利用停止請求に係る 保有個人情報の利用停止を する と き

は、 その旨の決定を し 、 利用停止請求者に対し 、 その旨を 書面によ り 通知

し なければなら ない。  

２  議長は、 利用停止請求に係る 保有個人情報の利用停止を し ないと き は、

その旨の決定を し 、 利用停止請求者に対し 、 その旨を 書面によ り 通知し な

ければなら ない。  

 （ 利用停止決定等の期限）  

第４ ３ 条 前条各項の決定（ 以下「 利用停止決定等」 と いう 。 ） は、 利用停

止請求があ っ た日から ３ ０ 日以内にし な ければなら ない。 ただし 、 第４ ０

条第３ 項の規定によ り 補正を 求めた 場合にあ っ ては、 当該補正に要し た日

数は、 当該期間に算入し ない。  

２  前項の規定にかかわら ず、 議長は、 事務処理上の困難その他正当な理由

があ る と き は、 同項に規定する 期間を ３ ０ 日以内に限り 延長する こ と がで

き る 。 こ の場合において、 議長は、 利用停止請求者に対し 、 遅滞なく 、 延

長後の期間及び延長の理由を 書面によ り 通知し なければなら ない。  

 （ 利用停止決定等の期限の特例）  

第４ ４ 条 議長は、 利用停止決定等に特に長期間を 要する と 認める と き は、  

前条の規定にかかわら ず、 相当の期間内に利用停止決定等を すれば足り る 。  

こ の場合において、 議長は、 同条第１ 項に規定する 期間内に、 利用停止請 
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求者に対し 、 次に掲げる 事項を 書面によ り 通知し なければなら ない。  

 （ １ ）  こ の条の規定を 適用する 旨及びその理由 

 （ ２ ）  利用停止決定等を する 期限 

２  前条の規定によ る 利用停止決定等を し なければなら ない期間に、 議長及

び副議長がと も に欠けている 期間があ る と き は、 当該期間の日数は、 同条

の期間に算入し ない。  

    第４ 節 審査請求 

 （ 審理員によ る 審理手続に関する 規定の適用除外）  

第４ ５ 条 開示決定等、 訂正決定等、 利用停止決定等又は開示請求、 訂正請

求若し く は利用停止請求に係る 不作為に係る 審査請求については、 行政不 

服審査法（ 平成２ ６ 年法律第６ ８ 号） 第９ 条第１ 項の規定は、 適用し ない。  

 （ 審査請求に係る 諮問）  

第４ ６ 条 開示決定等、 訂正決定等、 利用停止決定等又は開示請求、 訂正請

求若し く は利用停止請求に係る 不作為について審査請求があ っ たと き は、

議長は、 次の各号のいずれかに該当する 場合を 除き 、 瑞浪市個人情報保護 

審査会条例（ 令和４ 年条例第  号。 第３ 項において「 審議会条例」 と い 

う 。 ） 第２ 条に規定する 瑞浪市個人情報保護審査会（ 同項において「 審査 

会」 と いう 。 ） に諮問し なければな ら な い。  

 （ １ ）  審査請求が不適法であり 、 却下する 場合 

 （ ２ ）  裁決で、 審査請求の全部を 認容し 、 当該審査請求に係る 保有個人

情報の全部を 開示する こ と と する 場合（ 当該保有個人情報の開示につい

て反対意見書が提出さ れている 場合を 除く 。 ）  

 （ ３ ）  裁決で、 審査請求の全部を 認容し 、 当該審査請求に係る 保有個人

情報の訂正を する こ と と する 場合 

 （ ４ ）  裁決で、 審査請求の全部を 認容し 、 当該審査請求に係る 保有個人

情報の利用停止を する こ と と する 場合 

２  前項の規定によ り 諮問し た場合には、 議長は、 次に掲げる 者に対し 、 諮

問を し た旨を 通知し なければなら な い。  

 （ １ ）  審査請求人及び参加人（ 行政不服審査法第１ ３ 条第４ 項に規定す

る 参加人を いう 。 以下こ の項及び次条第２ 号において同じ 。 ）  

 （ ２ ）  開示請求者、 訂正請求者又は利用停止請求者（ こ れら の者が審査



 

- 24 - 

 

請求人又は参加人であ る 場合を 除く 。 ）  

 （ ３ ）  当該審査請求に係る 保有個人情報の開示について反対意見書を 提 

出し た第三者（ 当該第三者が審査請求人又は参加人であ る 場合を 除く 。 ）  

３  審査会は、 審査会条例に規定する 所掌事務のほか、 第１ 項の規定によ る  

議長の諮問に応じ 、 審査会条例の定める と こ ろ によ り 、 審査請求に係る 調 

査審議を 行い、 議長に答申する 。  

 （ 第三者から の審査請求を 棄却する 場合等における 手続等）  

第４ ７ 条 第２ ８ 条第３ 項の規定は、 次の各号のいずれかに該当する 裁決を

する 場合について準用する 。  

 （ １ ）  開示決定に対する 第三者から の審査請求を 却下し 、 又は棄却する

裁決 

 （ ２ ）  審査請求に係る 開示決定等（ 開示請求に係る 保有個人情報の全部

を 開示する 旨の決定を 除く 。 ） を 変更し 、 当該審査請求に係る 保有個人

情報を 開示する 旨の裁決（ 第三者であ る 参加人が当該第三者に関する 情

報の開示に反対の意思を 表示し ている 場合に限る 。 ）  

    第５ 章 雑則 

 （ 適用除外）  

第４ ８ 条 保有個人情報（ 不開示情報を 専ら 記録する 公文書に記録さ れてい 

る も のに限る 。 ） のう ち、 ま だ分類その他の整理が行われていないも ので、  

同一の利用目的に係る も のが著し く 大量にあ る ためその中から 特定の保有 

個人情報を 検索する こ と が著し く 困難であ る も のは、 第４ 章（ 第４ 節を 除

く 。 ） の規定の適用について は、 議会に保有さ れていな いも のと みなす。  

 （ 開示請求等を し よ う と する 者に対する 情報の提供等）  

第４ ９ 条 議長は、 開示請求、 訂正請求又は利用停止請求（ 以下こ の条にお

いて「 開示請求等」 と いう 。 ） を し よ う と する 者がそれぞれ容易かつ的確

に開示請求等を する こ と ができ る よ う 、 保有個人情報の特定その他開示請

求等を し よ う と する 者の利便を 考慮し た 適切な措置を 講ずる も のと する 。  

 （ 個人情報等の取扱いに関する 苦情処理）  

第５ ０ 条 議長は、 議会における 個人情報、 仮名加工情報又は匿名加工情報

の取扱いに関する 苦情の適切かつ迅速な 処理に努めなければなら ない。  

 （ 施行の状況の公表）  
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第５ １ 条 議長は、 毎年度、 こ の条例の施行の状況を 取り ま と め、 その概要

を 公表する も のと する 。  

 （ 委任）  

第５ ２ 条 こ の条例の実施に関し 必要な事項は、 議長が別に定める 。  

    第６ 章 罰則 

第５ ３ 条 議会事務局の職員若し く は職員であ っ た者、 第９ 条第２ 項若し く

は第１ ５ 条第５ 項の委託を 受けた業務に従事し ている 者若し く は従事し て

いた者又は議会において個人情報、 仮名加工情報若し く は匿名加工情報の

取扱いに従事し ている 派遣労働者若し く は従事し ていた 派遣労働者が、 正

当な理由がないのに、 個人の秘密に属する 事項が記録さ れた第２ 条第５ 項

第１ 号に係る 個人情報フ ァ イ ル（ その全部又は一部を 複製し 、 又は加工し

たも のを 含む。 ） を 提供し た と き は、 ２ 年以下の懲役又は１ ０ ０ 万円以下

の罰金に処する 。  

第５ ４ 条 前条に規定する 者が、 その業務に関し て知り 得た保有個人情報を

自己若し く は第三者の不正な 利益を 図る 目的で提供し 、 又は盗用し たと き

は、 １ 年以下の懲役又は５ ０ 万円以下の罰金に処する 。  

第５ ５ 条 議会事務局の職員がその職権を 濫用し て、 専ら その職務の用以外

の用に供する 目的で個人の秘密に属する 事項が記録さ れた文書、 図画又は

電磁的記録を 収集し たと き は、 １ 年以下の懲役又は５ ０ 万円以下の罰金に

処する 。  

第５ ６ 条 前３ 条の規定は、 市の区域外においてこ れら の条の罪を 犯し た者

にも 適用する 。  

第５ ７ 条 偽り その他不正の手段によ り 、 第２ ５ 条第１ 項の決定に基づく 保

有個人情報の開示を 受けた者は、 ５ 万円以下の過料に処する 。  

   附 則 

 こ の条例は、 令和５ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 



 


